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１－１．楽天グループのサービス
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１－２．楽天エコシステムと広告メール送信

楽天エコシステムへの顧客流入を図るため、広告メール送信は重要な手段。
消費者は、楽天グループの各種広告メールにより、お得な情報を入手。
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１－３．楽天会員の増加

楽天グループ会員は加速度的に増加し、約４，４００万人に
楽天会員も３，５００万人に到達
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＊ 楽天会員 : 楽天市場、楽天トラベル、インフォシーク、楽天グリーティングなどで利用可能な統合されたユーザーIDを取得している会員
楽天グ プ会員 楽天会員に加え 旧旅窓会員などの統合前の旧サ ビ IDならびに楽天証券 楽天KC 楽天クレジ トなどの楽天会員
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＊ 楽天グループ会員：楽天会員に加え、旧旅窓会員などの統合前の旧サービスIDならびに楽天証券、楽天KC、楽天クレジットなどの楽天会員
とIDが統合されていないサービスの会員



１－４ グループ流通総額の推移（年間）

各事業の成長でグループ流通総額はほぼ一兆円に
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※ EC：モール（通常購入、共同購入、スーパーオークション）、フリマ、モバイル、ビジネス、ゴルフ、ブックス、楽オク、ダウンロード、リンクシェア
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※ EC：モ ル（通常購入、共同購入、ス パ オ クション）、フリマ、モバイル、ビジネス、ゴルフ、ブックス、楽オク、ダウンロ ド、リンクシェア
※ トラベル：国内／海外施設予約、海外航空券、国内／海外ダイナミックパッケージ、バスサービス



２－１．「楽天市場」におけるメール送信

■楽天は、出店店舗の広告メール（楽天ショップのメルマガ）を送信するプラットフォームを提供
■その他、「楽天のメルマガ」により、ユーザにお得情報を提供

中小企業をエンパワーメント中小企業をエンパワ メント

ＲＭＳ（店舗運営システム）の提供
「楽天のメルマガ」によりお得情報を提供

会員登録

楽 天
出店料

出店店舗は、ＲＭＳを利用し
て、自店舗の広告メールを
送信

ユーザ
出店店舗

（楽天ショップ）
納品・サービス提供

注文、支払い等
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２－２．オプトイン方式による同意取得 － 出店店舗の購買画面

■「楽天市場」で商品購入等する際には、以下の画面が表示される。

■楽天のメルマガあるいは楽天ショップからのメールを不要の方は、チェックをはずしてもら
うこととしている。（デフォルトオン）
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２－２．オプトイン方式による同意取得－ 楽天ウェブページ

楽天のウェブページから「楽天のメルマガ」の送信登録及び

変更・送信停止手続きが可能

8



２－３．広告メール送信停止等の手続き①

同意取得画面

商品購入画面等の同意取得画面において送信停止手続き等が可能

同意取得画面
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２－３．広告メール送信停止等の手続き②

広告メールからの送信停止手続きも可能

送信される広告メール画面 配信停止画面

※※※※※＠rakuten.co.jp

楽天商店
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３．オプトイン規制運用への要望①

■ 「送信者」「送信委託者」の定義の明確化（第３条関係）

－ メール配信プラットフォーム事業者やメルマガに出稿する広告主は「送信者」

「送信委託者」ではないことを明確化すべき。

■ 同意取得の方法（第３条第１項第１号関係）

－ サービス実態に応じて多様な同意取得方法を認めるべき。

購買画面等におけるチ クボ クスの設定（デフ ルトオンによる同意）・購買画面等におけるチェックボックスの設定（デフォルトオンによる同意）

・会員規約、サービス画面等でのメール送信の案内

■ ＢｔｏＢの場合の同意取得（第３条第１項関係）■ ＢｔｏＢの場合の同意取得（第３条第１項関係）

－ 通常の商慣行での新規顧客獲得等のために行われるメール送信が阻害され

ないようにするべき。

（注）「企業間（ＢｔｏＢ）で広告・宣伝メールを送信する場合についてもオプトイン的（注）「企業間（ＢｔｏＢ）で広告 宣伝メ ルを送信する場合についてもオプトイン的

な考え方が必要かどうかについてはさらに検討する必要がある。」

（中間取りまとめより）

■ 会員統合やM&A等の扱い（第３条第１項第１号関係）
－ 会員制サイトの会員間の統合やM&A等による他社所有のメールアドレスの引継ぎ等
については、既にメール送信の同意が適正に行われており、改めて同意取得は不要
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である旨を明確化すべき。



３．オプトイン規制運用への要望②

■ 同意取得行為の委託（第３条第１項第１号関係）

－ 送信者が別の第三者委託して同意取得している場合についても、同意取得方法

として認められることを明確化。

■ 同意取得の記録保存（第３条第２項関係）

－ 記録内容としては、一件ごとの記録までは不要であり、同意取得の際の画面構成

等の保存で足りることを明確化すべき。

■ オプトインの適用除外（第３条第１項第３号関係）

－ 購買やサービス提供の一連の過程の中で消費者とやり取りするメールの中での広告

掲載につきオプトインの適用除外に該当することを明確化すべき。

（確認メール、お知らせメール、ポイント利用明細メールにおける広告掲載など）

■ 表示義務（第４条関係）表示義務（第 条関係）

－ 携帯電話に送信する広告メールについては、メール送信文字数に限りがあることから、

ＵＲＬの表示で足りるなど柔軟な対応を要望。
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